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次に原産品判定依頼について説明します。原産品判定依頼
とは、輸出する産品が経済連携協定に基づく原産品である
かどうかについての審査の依頼です。

2

原産品判定依頼を行うことができるのは、生産者または輸
出者です。

3

輸出者が生産者でない場合、輸出者が生産者より資料を入
手し、原産品判定依頼をする方法と、

4

生産者が資料を作成し、輸出者に代わり原産品判定依頼を
行い、承認後、その原産品判定情報を輸出者に対して利用
してよいという意思表示をする、同意通知という方法があ
ります。

5

日本からベトナムに産品を輸出する場合、２国間の協定の
ほかに、日アセアン協定も利用可能です。ただし、輸出先
の国が同じであっても、利用する協定が異なる場合、協定
により原産地規則が異なります。利用する協定で原産品判
定依頼を行ってください。

原産品判定依頼
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それでは、原産品判定依頼の具体的な手順をご説明しま
す。お手元に資料をご用意ください。
企業登録完了時に郵送された通知書に記載されている「特
定原産地証明書発給システム」のURLをインターネットエ
クスプローラーのアドレスバーに入力し、発給システムに
アクセスしてください。

7

発給システムにアクセスしたら、「ログイン画面」をク
リックしてください。

8

通知書に記載されているユーザID、パスワードを入力
し、「ログイン」をクリックしてください。

9

「メインメニュー」画面左上の「原産品判定依頼書入力」
をクリックしてください。

10

続いて画面左側にある「新規入力」をクリックしてくださ
い。

原産品判定依頼



シーン 画面イメージ ナレーション

11

２回目以降、類似の原産品判定依頼を新規で依頼する場合
は、表の右側にある「複写」をクリックすると、より簡便
に新規の判定依頼書を作成することもできます。

12

誓約事項を確認のうえ、「はい」をクリックしてくださ
い。

13

次に「協定」と、判定を依頼する「判定事務所」を選択し
ます。

14

次に、生産者欄を入力します。生産者自らが判定依頼を行
う場合、企業登録番号を「企業登録番号」欄に入力し、
「情報取込」をクリックしてください。

15

輸出者が判定依頼を行う場合、(1)または(2）のいずれか
の方法で入力してください。

原産品判定依頼
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以上の内容を確認し、画面最下部にある「はい」をクリッ
クしてください。

17

続いて、半角英数字で、輸出産品のHSコード、英文名称
を入力してください。HSコードは輸入国側で確認をした
最初の6桁を入力してください。協定により異なる統一シ
ステム、HSコードが定められていますので、ご注意くだ
さい。各協定の内容などを確認のうえ、インボイスに記
載されている産品名などを英文で入力してください。な
お、モデル名や型番のみの記載では判定できません

18

事前に作成した資料を基に、判定基準を選択してくださ
い。非原産材料を使用して生産された産品の場合には、
（３）で適用した基準を選択してください。

19

事前に作成した資料をPDFファイルでアップロードして
ください。アップロードで提出しない場合は、「メール・
FAX 等で資料を提出します」に✓をして、別途、メール
やFAXでご提出ください。
僅少、累積等の規定を使用した場合は、（5）で選択して
ください。使用していない場合は、「無」を選択してくだ
さい。

20

最後に、判定事務所からの問い合わせの担当になる方の氏
名、連絡先を入力してください。入力内容をご確認のう
え、全てよろしければ、ページ右下の「判定依頼」をク
リックしてください。

原産品判定依頼
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原産品判定依頼を行うと、判定受付番号が付与されます。
資料は、特定原産地証明書の発給を受けた日より3年間ま
たは5年間の保存義務があります。また、判定事務所が資
料の内容を確認する必要があると判断した場合、追加の資
料の提出を依頼する。

22

判定依頼内容に不備がなければ、受理されてから３営業日
以内に、原産品であると判定され、原産品判定番号が付与
されます。なお、判定に関する手数料は無料です。

原産品判定依頼
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